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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体をＸ線撮像する装置であって、
　Ｘ線源と、
　Ｘ線干渉計装置と、
　Ｘ線検出器と、
　処理ユニットと、を有し、
　前記Ｘ線検出器は、前記Ｘ線源に対して該Ｘ線源と当該Ｘ線検出器との間の領域の少な
くとも一部が被検体を収容する検査領域となるように配置されると共に、前記処理ユニッ
トに前記Ｘ線干渉計装置を少なくとも部分的に通過したＸ線放射の検出に関するデータを
供給し、
　前記Ｘ線干渉計装置は、前記Ｘ線源と前記検査領域との間又は前記Ｘ線検出器と前記検
査領域との間に配置され、
　前記処理ユニットは、前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関する少なく
とも１つの透過係数であって、前記被検体の前記少なくとも一部を透過したＸ線放射の強
度の割合である当該少なくとも１つの透過係数を決定すると共に、前記被検体の少なくと
も一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの暗視野係数であって、干渉縞視認性
が前記被検体の前記少なくとも一部により減少された割合である当該少なくとも１つの暗
視野係数を決定し、
　前記処理ユニットは、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線
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放射の強度を、決定された前記少なくとも１つの透過係数及び決定された前記少なくとも
１つの暗視野係数の関数として自動的に制御する、
装置。
【請求項２】
　前記処理ユニットが、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線
放射の前記強度を、前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の単調減少関数として制
御する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理ユニットが、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線
放射の前記強度を、前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関数として制御
する、請求項１又は請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記Ｘ線干渉計装置は前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線放射
が全て該Ｘ線干渉計装置を通過しなかったものとなるように配置可能であり、前記処理ユ
ニットが前記少なくとも１つの暗視野係数を前記少なくとも１つの透過係数の関数として
決定する、請求項１ないし３の何れか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記処理ユニットは前記被検体の部分内で関心領域を決定し、前記被検体の前記少なく
とも一部が該関心領域である、請求項１ないし４の何れか一項に記載の装置。
【請求項６】
　被検体をＸ線撮像する方法であって、前記方法は、
ａ）Ｘ線放射の検出に関するデータを供給するステップであって、Ｘ線検出器がＸ線源に
対して該Ｘ線源と当該Ｘ線検出器との間の領域の少なくとも一部が被検体を収容する検査
領域となるように配置され、Ｘ線干渉計装置が前記Ｘ線源と前記検査領域との間又は前記
Ｘ線検出器と前記検査領域との間に配置されるステップと、
ｂ）前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの暗視野係
数であって、干渉縞視認性が前記被検体の前記少なくとも一部により減少された割合であ
る当該少なくとも１つの暗視野係数を決定するステップと、
ｃ）前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの透過係数
であって、前記被検体の前記少なくとも一部を透過したＸ線放射の強度の割合である当該
少なくとも１つの透過係数を決定するステップと、
ｄ）前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を、決定
された前記少なくとも１つの暗視野係数及び決定された前記少なくとも１つの透過係数の
関数として自動的に制御するステップと、
を有する、方法。
【請求項７】
　ステップｄ）が、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射
の前記強度を前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の単調減少関数として制御する
ステップ、及び／又は前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放
射の前記強度を前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関数として制御する
ステップを有する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ステップｄ）が、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射
の前記強度を前記決定された少なくとも１つの透過係数の平方根の逆数の関数として制御
するステップを有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ステップｃ）が、前記少なくとも１つの透過係数を決定すると共に、前記Ｘ線干渉計装
置を前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線放射が全て該Ｘ線干渉計
装置を通過しなかったものとなるように配置するステップを有し、ステップｂ）が前記少
なくとも１つの暗視野係数を前記少なくとも１つの透過係数の関数として決定するステッ
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プを有する、請求項６ないし８の何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１ないし５の何れか一項に記載の装置を制御するコンピュータプログラムであっ
て、プロセッサにより実行された場合に請求項６ないし９の何れか一項に記載の方法を実
行する、コンピュータプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のコンピュータプログラムを記憶した、コンピュータ読取可能な媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体をＸ線撮像する装置、被検体をＸ線撮像する方法、コンピュータプロ
グラム要素及びコンピュータ読取可能な媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　格子（グレーティング）ベースの微分位相コントラスト及び暗視野撮像は、特に胸部撮
像の分野において診断価値を付加するので将来性のある技術である。暗視野信号チャンネ
ルは肺組織の微細構造の変化に対して高度に敏感であるからである。
【０００３】
　米国特許出願公開第2012/0145912号は、第１格子、第２格子、走査ユニット、放射線医
学画像検出器、放射線検出ユニット及び制御ユニットを含む放射線医学画像検出装置を記
載している。上記走査ユニットは、放射線医学画像及び第２格子の少なくとも一方を、こ
れら放射線医学画像及び第２格子の位相差が互いに相違するような複数の相対位置まで相
対的に変位させる。上記放射線検出ユニットは、当該放射線の経路上に設けられ、放射線
医学画像検出器に照射された放射線を検出する。上記制御ユニットは、上記走査ユニット
が、放射線検出ユニットにより検出される放射線の放射線量検出値が所与のレベルまで減
衰される期間において第１格子及び第２格子の相対変位動作を実行することを可能にする
。
【０００４】
　米国特許出願公開第2015/0031986号は、Ｘ線装置及び位相コントラスト撮像の使用を記
載し、特にＸ線線量の調整に関して位相コントラスト画像の特性に焦点を合わせている。
【０００５】
　国際特許出願公開第WO20131004574号（2013-01-10）は、位相コントラスト撮像に適し
た方法及び装置を記載している。
【０００６】
　米国特許出願公開第2013/0011040号は、位相コントラスト撮像を用いたＸ線撮像を記載
している。
【０００７】
　LIU Y他: “Recent advances in synchrotron-based hard x-ray phase contrast imag
ing”,JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING LTD
, GB, vol. 46, no. 49, 22 November 2013 (2013-11-22), page 494001, XP020253615, 
ISSN: 0022-3727, DOI: 10.1088/0022-37271461491494001は、Ｘ線位相コントラスト撮像
の分野における種々の研究を述べている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前臨床研究において、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）及び線維症等の広範な肺疾患は、
この技術により正確に識別すると共に定量化さえすることができることが示されている。
しかしながら、臨床システム等の動作可能なシステムをどの様に構築するかは依然として
未解決のままである。
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【０００９】
　従って、被検体を撮像するための改善された装置を有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の上記目的は独立請求項の主題により解決され、更なる実施態様は従属請求項に
含まれる。本発明の以下に記載される態様は、被検体をＸ線撮像する装置、被検体をＸ線
撮像する方法、コンピュータプログラム要素及びコンピュータ読取可能な媒体にも当ては
まることに注意すべきである。
【００１１】
　第１態様によれば、被検体をＸ線撮像する装置が提供され、該装置は、
－　Ｘ線源と、
－　Ｘ線干渉計装置と、
－　Ｘ線検出器と、
－　処理ユニットと、
を有する。
【００１２】
　前記Ｘ線検出器は前記Ｘ線源に対して、該Ｘ線源と当該Ｘ線検出器との間の領域の少な
くとも一部が被検体を収容する検査領域となるように配置されるよう構成される。該Ｘ線
検出器は、更に、前記処理ユニットに前記Ｘ線干渉計装置を少なくとも部分的に通過した
Ｘ線の検出に関するデータを供給するように構成される。前記Ｘ線干渉計装置は、前記Ｘ
線源と前記検査領域との間又は前記Ｘ線検出器と前記検査領域との間に配置されるように
構成される。前記処理ユニットは、前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関
する少なくとも１つの透過係数を決定するように構成されると共に、前記被検体の少なく
とも一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの暗視野係数を決定するように構成
される。該処理ユニットは、更に、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出され
るべきＸ線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの透過係数及び前記決定された
少なくとも１つの暗視野係数の関数として自動的に制御するよう構成される。更に詳細に
は、前記透過係数は、当該被検体によるＸ線の全体的減衰を示す係数、又は、言い方を換
えると、前記被検体の前記少なくとも一部を透過したＸ線放射の強度の割合である。更に
詳細には、前記暗視野係数は、当該被検体内での小角散乱に起因する干渉縞視認性の損失
を示す係数、又は、言い方を換えると、干渉縞視認性が前記被検体の前記少なくとも一部
により減少された割合である。格子ベースの干渉計を用いる場合にＸ線検出器において測
定されるＸ線強度に関する普通のモデルは：
【数１】

により与えられ、ここで、ｘは歩進される格子の位置であり、ｐは該格子の周期であり、
Ｉ０，Ｖ０及びφ０は、各々、被検体無しでの測定に関する強度、干渉縞視認性及び干渉
縞位相であり、Ｔ，Ｄ及びφは被検体による干渉縞模様の変化を特徴付けるものである。
即ち、Ｔは前記透過係数（被検体によるＸ線の全体的減衰を示す）であり、Ｄは暗視野係
数（被検体内での小角散乱に起因する干渉縞視認性の損失を示す）であり、φは被検体に
より生じる干渉縞模様の位相シフトである。これは他の共通式：

【数２】

と等価であり、ここで、Ｉ＝ＴＩ０及びＶ＝ＤＶ０であることに注意されたい。従って、
透過係数Ｔの推定は全体の透過された強度を推定することと等価であり、暗視野係数Ｄの
推定はビーム内に被検体を伴う干渉縞視認性Ｖを推定することと等価である。このように
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して、当該装置は被検体により透過された放射の透過係数及び暗視野係数を決定すること
ができ、該装置は制御ループにおいて被検体に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を
制御することができる。言い換えると、当該システムにより特定の位置で取得されたデー
タは、該位置における最適な動作条件を決定するために用いることができる。一例におい
て、最適動作条件を決定するために使用される初期データは低強度のＸ線放射で取得する
ことができ、次いで、該スキャンアーム位置において前記被検体の前記少なくとも一部に
向かって放出されるべきＸ線放射の強度を、例えばＸ線源の出力を該位置における所要の
レベルまで増加させることにより制御することができる。このことは、Ｘ線画像（ここで
、“Ｘ線画像”は減衰画像、即ち－log(Ｔ)、暗視野画像、即ち－log(Ｄ)及び／又は位相
画像、即ちφであり得る）におけるノイズ及び／又は信号対雑音が所望のように制御され
ることを可能にする。例えば、暗視野及び／又は位相コントラスト画像におけるノイズ及
び／又は信号対雑音は、被検体に向かって放出されるべき、従って該被検体により潜在的
に透過されるべきＸ線放射の強度を適切に制御することにより所望のように制御すること
ができる。言い方を換えると、被検体のＸ線露出を、暗視野信号及び／又は位相コントラ
スト信号が当該画像にわたって一層均質な分布を有するように、制御することができる。
言い換えると、ＤＣＰＩ装置に対して自動露出制御が提供され、位相コントラスト及び／
又は暗視野画像のための自動露出制御を可能にする。このことは、例えば、人等の生きて
いる被検体に対して、Ｘ線放射の強度を、被検体に対する放射線量を最小にしながら結果
としての画像を効果的に検討及び解釈することができるように、最適化することができる
ことを意味する。
【００１３】
　一例において、当該装置は出力ユニットを有し、該出力ユニットは前記被検体を表すデ
ータを出力するように構成される。
【００１４】
　一例において、前記処理ユニットは、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出
されるべきＸ線放射の前記強度を前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の単調減少
関数として制御するように構成される。
【００１５】
　一例において、前記処理ユニットは、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出
されるべきＸ線放射の前記強度を前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関
数として制御するように構成される。このようにして、被検体により透過されるＸ線放射
の透過係数及び／又はＸ線暗視野係数をＸ線画像内で又はＸ線画像から決定することがで
き、この情報を、次の画像の取得に対する取得パラメータを調整するために使用すること
ができる。この場合、制御ループ（即ち、フィードバック制御）を上記Ｘ線透過係数及び
／又は暗視野係数に基づいて実施化することができる。このようにして、例えば、所望の
信号対雑音をもたらすために使用されるべきＸ線の所要の強度を制御するために低強度の
Ｘ線を使用することができ、その場合において、該低強度のＸ線は、画像にわたって所要
の信号対雑音をもたらすために所要の強度のＸ線を制御することができるＸ線の透過係数
及び／又は暗視野係数を決定するために使用される。幾つかの例において、このことは、
前記干渉計装置が定位置外に旋回された状態でスキャン前強度Ｘ線画像を取得することに
より達成することができ、及び／又は前記干渉計装置が定位置の状態で取得されたデータ
から“その場で”制御することができ、これにより、Ｘ線強度が各スキャン位置において
制御される（又は調整される）ことを可能にする。
【００１６】
　一例において、前記処理ユニットは前記少なくとも１つのＸ線干渉縞視認性をＸ線放射
の前記少なくとも１つの透過係数の関数として決定するように構成され、前記Ｘ線干渉計
装置は前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線が全て該Ｘ線干渉計装
置を通過しなかったものとなるように位置決め可能である。言い換えると、前記暗視野係
数のその場での（動作中での）決定を、適切な制御ループを介して、位相コントラスト又
は暗視野画像等の結果としてのＸ線画像におけるノイズ及び／又は信号対雑音を制御する
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ために使用することができる。該ノイズ及び／又は信号対雑音は、所定のレベルとなるよ
うに制御することができ、例えば該ノイズ及び／又は信号対雑音が画像にわたり実質的に
一定となるように制御される。言い換えると、前記少なくとも１つの透過係数は、干渉計
モードで動作している装置を利用して決定することができる。該決定された少なくとも１
つの透過係数は、次いで、例えばスキャン速度の変更又はＸ線源の動作特性（特には、管
電流及び／又はパルス持続時間）の変更を介して、前記被検体の少なくとも一部に向かっ
て放出されるべきＸ線放射の強度を決定するために使用することができる。言い換えると
、Ｘ線放射の前記透過係数のその場での決定は、適切な制御ループを介して、位相コント
ラスト又は暗視野画像等の結果としてのＸ線画像におけるノイズ及び／又は信号対雑音を
制御するために使用することができる。該ノイズ及び／又は信号対雑音は、所定のレベル
となるように制御することができ、例えば該ノイズ及び／又は信号対雑音が画像にわたり
実質的に一定となるように制御される。言い換えると、当該装置は標準の放射線撮影装置
へと調整することができ、このモードにおいて取得されたデータを上記透過係数の決定の
ために使用することができる。言い方を換えると、当該装置は、この配置では、標準の胸
部画像を撮るように構成され、斯様な標準Ｘ線画像は透過係数の決定のために使用するこ
とができる。言い換えると、暗視野信号及び／又は位相コントラスト画像に対する減衰の
影響は、前もって考慮することができ、これを、干渉計が定位置にある動作中に推定する
必要はない。この場合、干渉計が定位置外に旋回された状態での当該被検体を介して透過
された放射の上記の決定された透過係数、言い換えると当該減衰に関する知識は、暗視野
係数のその場での決定を一層正確にするために、干渉計が定位置に旋回して戻された場合
に取得されるデータと共に使用することができる。この場合、制御ループを前記の決定さ
れたＸ線放射の透過係数及び暗視野係数に基づいてＸ線源又はスキャン速度を適切に調整
するために使用することができ、前記被検体の一部に向かって放出されるべきＸ線放射の
強度が所望のように制御され得るようにする。このことは、前記ノイズ及び／又は信号対
雑音が一定となる又は所望のレベル若しくは当該画像にわたり所望のレベルになるように
実施することができる。
【００１７】
　一例において、前記処理ユニットは前記被検体の一部を透過したＸ線放射の少なくとも
１つの透過係数を決定するように構成され、該処理ユニットは、更に、前記被検体の前記
部分内で関心領域を決定するように構成され、前記被検体の前記少なくとも一部が該関心
領域である。このようにして、この関心領域に最適化を合わせることができる。言い換え
ると、一例において、干渉計装置が定位置外に旋回された状態で取得された画像（又はス
キャン）は、特定の重要な領域（例えば、肺）を位置特定するために使用することができ
、当該装置は該肺の画像にわたる信号対雑音が所望のレベルとなることを可能にする。こ
のことは、所要の画像の一層速い取得を可能にする。何故なら、Ｘ線放射の強度を制御し
ながら、重要な領域のみをスキャンすればよいからである。同様にして、干渉計は、肺の
位置を決定するために例えば低強度のＸ線放射で身体にわたりスキャンすることができ、
次いで、再スキャンは、当該肺の画像にわたる信号対雑音が所望のようになるように制御
された放射強度で実行することができる。該放射強度は、前記Ｘ線源により放出されるＸ
線強度の変更及び／又はスキャン速度の変更により制御することができる。
【００１８】
　第２態様によれば、被検体をＸ線撮像する方法が提供され、該方法は、
ａ）Ｘ線の検出に関するデータを供給するステップであって、Ｘ線検出器がＸ線源に対し
て該Ｘ線源と当該Ｘ線検出器との間の領域の少なくとも一部が被検体を収容する検査領域
となるように配置されるように構成され、Ｘ線干渉計装置が前記Ｘ線源と前記検査領域と
の間又は前記Ｘ線検出器と前記検査領域との間に配置されるように構成されるステップと
、
ｂ）前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つのＸ線暗視
野係数を決定するステップと、
ｃ）前記被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの透過係数
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を決定するステップと、
ｄ）前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を、前記
決定された少なくとも１つの暗視野係数及びＸ線放射の前記決定された少なくとも１つの
透過係数の関数として自動的に制御するステップと、
を有する。
【００１９】
　一例において、当該方法は、前記被検体を表すデータを出力するステップｅ）を有する
。
【００２０】
　一例において、ステップｄ）は、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出され
るべきＸ線放射の強度を前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の逆数の関数として
制御するステップを有する。
【００２１】
　一例において、ステップｄ）は、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出され
るべきＸ線放射の前記強度をＸ線放射の前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調
減少関数として制御するステップを有する。
【００２２】
　一例において、ステップｄ）は、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出され
るべきＸ線放射の前記強度を記決定された少なくとも１つの暗視野係数の逆数の関数とし
て制御するステップ、及び前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ
線放射の前記強度をＸ線放射の前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関数
として制御するステップを有する。
【００２３】
　一例において、ステップｄ）は、前記被検体の前記少なくとも一部に向かって放出され
るべきＸ線放射の前記強度をＸ線放射の前記決定された少なくとも１つの透過係数の平方
根の逆数の関数として制御するステップを有する。
【００２４】
　一例において。ステップｂ）は、前記少なくとも１つの暗視野係数を決定すると共に、
前記Ｘ線干渉計装置を前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線が該Ｘ
線干渉計装置を通過したものとなるように配置するステップを有する。
【００２５】
　一例において、ステップｃ）は、少なくとも１つの透過係数を決定すると共に、前記Ｘ
線干渉計装置を前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線が該Ｘ線干渉
計装置を通過したものとなるように配置するステップを有する。
【００２６】
　一例において、ステップｃ）は、前記少なくとも１つの透過係数を決定すると共に、前
記Ｘ線干渉計装置を前記検査領域に対して前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線が全て該
Ｘ線干渉計装置を通過しなかったものとなるように配置するステップを有し、前記ステッ
プｂ）は前記少なくとも１つの暗視野係数を前記少なくとも１つの透過係数の関数として
決定するステップを有する。
【００２７】
　自動露出制御は、通常、Ｘ線撮影において過剰な線量照射無しで適切な画像品質を保証
するために使用される。スロットスキャンシステムにおいて、自動露出制御は患者の局部
的厚みに対して動的に調整される。ここに記載される態様及び例の利点は、自動露出制御
を暗視野及び位相コントラスト撮像に関してＤＣＰＩシステムに適用することができると
いうことである。
【００２８】
　他の態様によれば、前述した装置を制御するコンピュータプログラム要素が提供され、
該コンピュータプログラム要素は、処理ユニットにより実行された場合に上述した方法の
ステップを実行するように構成される。
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【００２９】
　他の態様によれば、上述したコンピュータプログラム要素を記憶したコンピュータ読取
可能な媒体が提供される。
【００３０】
　有利には、上述した態様及び例の何れかにより提供される利点は、他の態様及び例の全
てにも等しく当てはまるものであり、その逆でもある。
【００３１】
　上述した態様及び例は、後述される実施態様から明らかとなり斯かる実施態様を参照し
て解説されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、被検体をＸ線撮像する方法の一例を示す。
【図２】図２は、被検体をＸ線撮像する装置の一例の概略構成を示す。
【図３】図３は、被検体をＸ線撮像する装置の概略構成を示す。
【図４】図４は、被検体をＸ線撮像する装置の概略構成を示す。
【図５】図５は、被検体をＸ線撮像する装置の概略構成を示す。
【図６】図６は、共に露出制御なしで取得された、実験的生体マウス減衰（吸収）画像の
概略図を左側に、関連する暗視野画像の概略図を右側に示し、下側のプロットは各画像に
対して一層均一な信号対雑音比を生じる当該スキャンの間の線量プロファイルを示す。
【図７】図７は、図６に提示されたものと同一の情報を示し、上記概略図がＸ線画像によ
り置換されている。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、例示的実施態様を、図面を参照して説明する。
【００３４】
　図１は、被検体をＸ線撮像するための方法１０を基本的ステップで示すもので、データ
の出力はオプションである。該方法は、以下のステップを有する。
【００３５】
　供給ステップ２０｛ステップａ）とも称する｝においては、Ｘ線の検出に関するデータ
が供給され、その場合において、Ｘ線検出器はＸ線源に対して、該Ｘ線源とＸ線検出器と
の間の領域の少なくとも一部が被検体を収容する検査領域となるように配置されるように
構成される。Ｘ線干渉計装置は、上記Ｘ線源と検査領域との間又は上記Ｘ線検出器と検査
領域との間に配置されるよう構成される。
【００３６】
　第１決定ステップ｛ステップｂ）とも称する｝３０においては、少なくとも１つのＸ線
暗視野係数が決定される。
【００３７】
　第２決定ステップ｛ステップｃ）とも称する｝４０においては、被検体の少なくとも一
部を透過したＸ線放射の少なくとも１つの透過係数が決定される。
【００３８】
　制御ステップ｛ステップｄ｝とも称する｝５０においては、被検体の前記少なくとも一
部に放出されるべきＸ線放射の強度が、前記決定された少なくとも１つのＸ線暗視野係数
及び前記Ｘ線放射の前記決定された少なくとも１つの透過係数の関数として制御される。
【００３９】
　オプションとしての出力ステップ｛ステップｅ｝とも称する｝６０においては、被検体
を表すデータが出力される。
【００４０】
　一例によれば、ステップｄ）は、被検体の前記少なくとも一部に向けて放出されるべき
Ｘ線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の単調減少関数として制
御するステップ７０を有する。
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【００４１】
　一例において、ステップｄ）は、被検体の前記少なくとも一部に向けて放出されるべき
Ｘ線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の逆数の関数として制御
するステップを有する。
【００４２】
　一例によれば、ステップｄ）は、被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべ
きＸ線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関数として制
御するステップ８０を有する。
【００４３】
　一例において、ステップｄ）は、被検体の前記少なくとも一部に向かって放出されるべ
きＸ線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの透過係数の関数として、更に特定
的には前記決定された少なくとも１つの透過係数の逆数の関数として制御するステップを
有する。
【００４４】
　一例によれば、ステップｄ）は、被検体の前記少なくとも一部に向けて放出されるべき
Ｘ線放射の強度を、該Ｘ線放射の前記決定された少なくとも１つの透過係数Ｔの平方根の
関数として、更に詳細には該平方根の逆数の関数として制御するステップ９０を有する。
【００４５】
　一例によれば、ステップｂ）は、前記少なくとも１つの暗視野係数を決定するステップ
１００、及び前記Ｘ線干渉計装置を前記検査領域に対して、前記Ｘ線検出器により検出さ
れるＸ線が該Ｘ線干渉計装置を通過したものとなるように位置決めするステップを有する
。
【００４６】
　一例によれば、ステップｃ）は、前記少なくとも１つの透過係数を決定するステップ、
及び前記Ｘ線干渉計装置を前記検査領域に対して、前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線
が該Ｘ線干渉計装置を通過したものとなるように位置決めするステップを有する。
【００４７】
　一例によれば、ステップｃ）は、前記少なくとも１つの透過係数を決定するステップ１
３０、及び前記Ｘ線干渉計装置を前記検査領域に対して、前記Ｘ線検出器により検出され
るＸ線が全て該Ｘ線干渉計装置を通過しなかったものとなるように位置決めするステップ
を有し、前記ステップｂ）は、前記少なくとも１つの暗視野係数を前記少なくとも１つの
透過係数の関数として決定するステップ１２０を有する。
【００４８】
　一例において、当該方法は被検体の関心領域を決定するステップを有し、該被検体の前
記少なくとも一部が該関心領域である。
【００４９】
　言い換えると、特定の例において、このことがＸ線放射の平均透過強度（強度）を供給
することができる標準の放射線撮影モードにおいてＸ線画像を取得することに関係するも
のであり、次いで、これを当該装置が干渉縞（フリンジ）可視性（視認性）を決定するた
めにＤＰＣＩモードで動作している際に使用することができる場合、ステップｃ）の一部
はステップｂ）の一部より前に生じることができる。一例において、標準放射線撮影モー
ドで取得された画像からの前記平均透過強度（強度）は、患者の肺等の関心領域に関する
ものとすることができ、その場合、ＤＰＣＩモードにおいては当該関心領域にわたり前記
視認性を決定することができ、これから、取得された暗視野画像又は位相コントラスト画
像に関する当該関心領域にわたったノイズ及び／又は信号対雑音比を供給することができ
るように、適切なフィードバック制御により所要の露出（露光）を決定することができる
。
【００５０】
　図２は、被検体をＸ線撮像するための装置２００の一例を示す。装置２００は、Ｘ線源
２１０、Ｘ線干渉計装置２２０、Ｘ線検出器２３０及び処理ユニット２４０を有する。Ｘ
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線検出器２３０はＸ線源２１０に対して、該Ｘ線源２１０とＸ線検出器２３０との間の領
域の少なくとも一部が被検体を収容する検査領域となるように配置されるよう構成される
。Ｘ線検出器２３０は、処理ユニット２４０に上記Ｘ線干渉計装置を少なくとも部分的に
通過したＸ線の検出に関するデータを供給するように構成される。Ｘ線干渉計装置２２０
は、上記Ｘ線源と検査領域との間又は上記Ｘ線検出器と検査領域との間に配置されるよう
に構成される。処理ユニット２４０は、被検体の少なくとも一部を透過したＸ線放射に関
する少なくとも１つの暗視野係数を決定するように構成されると共に、被検体の少なくと
も一部を透過したＸ線放射に関する少なくとも１つの透過係数を決定するように構成され
る。処理ユニット２４０は、被検体の上記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線
放射の強度を前記決定された少なくとも１つの暗視野係数及び前記決定された少なくとも
１つの透過係数の関数として決定するように構成される。
【００５１】
　一例において、当該装置は、被検体を表すデータを出力するように構成された出力ユニ
ット２５０を有する。
【００５２】
　一例において、当該装置は微分位相コントラスト撮像（ＤＰＣＩ）装置である。一例に
おいて、該装置は、検査領域に被検体を伴う及び伴わない場合のＸ線の強度値の検出に関
する減衰画像を発生する。一例において、該装置は検査領域に被検体を伴う及び伴わない
場合のＸ線の位相の検出に関する位相コントラスト（又は微分位相）画像を発生する。一
例において、該装置は、検査領域に被検体を伴う及び伴わない場合のＸ線の干渉縞視認性
の検出（即ち、暗視野係数）に関する暗視野（又はデコヒーレンス）画像を発生する。一
例において、該装置は、これら画像の何れかの組み合わせを発生する。例えば、該装置は
、減衰画像を発生し、位相コントラスト画像を発生し、及び暗視野画像を発生することが
できる。一例において、減衰画像、位相コントラスト画像及び暗視野画像は同時に発生す
ることができる。
【００５３】
　一例において、前記干渉計装置はタルボ干渉計を有する。一例において、該干渉計装置
は、前記Ｘ線源により放出されるＸ線に、Ｘ線検出器により暗視野係数が導出されるＸ線
干渉縞として検出可能な干渉模様を変調するように構成された回折格子を有する。一例に
おいて、該干渉計装置は、上記干渉模様を分析するように構成された第２回折格子を有す
る。一例において、第２回折格子は吸収格子である。一例において、上記２つの格子は検
査領域の相反する側に配置される。一例において、これら２つの格子は検査領域の同一の
側に配置される。一例において、当該干渉計は、既述した1以上の格子に加えてソース格
子を有する。この例において、ソース格子は前記Ｘ線源の相対的に近くに配置されると共
に、該ソース格子後に伝搬するＸ線を部分的にコヒーレントにさせるよう作用する。言い
換えると、Ｘ線源は、該ソース格子が存在しなかった場合よりも一層コヒーレントな放射
線を放出するように適合化することができる。従って、幾つかの例において、ソース格子
は、例えば当該Ｘ線源が既に適切にコヒーレントなＸ線を生成する場合は必要とされない
。一例において、当該干渉計装置はモアレ干渉縞を生成するように構成される。一例にお
いて、該干渉計装置は幾つかの干渉縞が検出器領域内に存在するように意図的に離調され
る。一例において、該干渉計装置は、第１格子を第２格子に対して小さな角度で傾斜させ
ることにより意図的に離調される。一例において、離調は当該検出器上でのモアレ干渉縞
の発生につながる。
【００５４】
　一例において、当該装置は走査（スキャン）装置を有する。一例において、スキャンは
検査領域を介しての被検体の運動を有する。一例において、スキャンは前記干渉計装置及
び／又はＸ線源のエレメントが静止している間における検査領域を介しての被検体の運動
を有する。一例において、スキャンはＸ線源に対する格子の運動を有する。一例において
、スキャンは、被検体が静止している若しくは検査領域を介して意図的に移動されない、
及び／又は前記Ｘ線源が静止している間における該Ｘ線源の運動を有する。一例において
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、スキャンは、或る格子の第２の格子に対する運動を有する。一例において、スキャンは
、第２格子に対する第１格子の相対位置が変化しないような第１格子の運動及び第２格子
の運動を有する。例えば、前記干渉計装置は平行移動し及び／又は回転することができる
。一例において、スキャンはＸ線源の運動を有する。一例において、スキャンは、該干渉
計装置のエレメントが静止している間におけるＸ線源の運動を有する。言い換えると、Ｘ
線源の運動（例えば、横方向の）は、Ｘ線検出器に対する被検体画像の投影の移動につな
がり得る。例えば、特定の例示的配置に対して、画像の投影とモアレ干渉縞との間に相対
的ズレが存在し得る。言い換えると、当該装置は近年提案された走査位相コントラスト及
び／又は暗視野システムの適合化に基づくものであり得る。しかしながら、当該装置は、
特にマイクロドース（微少線量）システムで実施化される“古典的”走査幾何学構造又は
被検体が管、格子及び検出器の静止設備を介して移動されるKottler他により使用された
幾何学構造におけるような、他の走査幾何学構造の適合化に基づくものであり得る。当該
装置は、全視野暗視野及び／又は全視野位相コントラストシステムの適合化に基づくもの
でもあり得る。
【００５５】
　一例において、当該干渉計装置は適切なフレーム又はケージに互いに対して固定的に取
り付けられた２つの格子を有し、このフレームはスキャンアーム又は他の可動ガントリ構
造内に固定的に配置される。言い換えると、該干渉計装置は、当該Ｘ線ビームの内外に、
該装置がＤＰＣＩモード及び通常の放射線撮影モードの両方において動作され得るように
旋回することができる。ＤＰＣＩモードにおいて、上記アームは平行移動又は回転するこ
とができ、かくして、身体の少なくとも一部がスキャンされる。
【００５６】
　一例において、当該装置はスロットスキャン装置を有する。一例において、前記Ｘ線源
は異なる強度のＸ線を放出するように構成される。一例においては、相対的に大きなＸ線
検出器（恐らくは、全視野Ｘ線検出器）が、相対的に小さな（即ち、上記Ｘ線検出器の視
野と比較して）干渉計装置との組み合わせで使用される。この例において、上記干渉計装
置は、撮像動作の間において、当該装置により走査目的で当該視野にわたり移動させるこ
とができる。このようにして、当該検出器のピクセルは撮像動作の間に移動しないので、
被写体ブレの効果は低減され、さもなければ画像ブレを抑圧するために必要とされ得るよ
りも安価な検出器を使用することができる。
【００５７】
　一例において、被検体の少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を制
御するように構成される前記処理ユニットは、前記Ｘ線源により放出されるべきＸ線の強
度を前記の決定された少なくとも１つの暗視野係数の関数として及び前記の決定された少
なくとも１つの透過係数の関数として制御する動作を有する。一例において、上記Ｘ線源
はＸ線管を有し、該Ｘ線源により放出されるべきＸ線の強度を制御するように構成される
上記処理ユニットはスキャンの間において該Ｘ線管の電流を適切に変調するようになる。
例えば、該Ｘ線管電流は、当該Ｘ線源により放出されるＸ線の強度を増加又は減少させる
ために適切に変調することができる。一例においては、該Ｘ線管電流が変調されると共に
、スキャン速度が変化される。
【００５８】
　一例において、前記処理ユニット（被検体の少なくとも一部に向かって放出されるべき
Ｘ線放射の強度を制御するように構成された）は、スキャン速度を制御するようにも構成
される。例えば、スキャン速度の増加は、身体の一部に向かって放出されるＸ線放射の強
度の減少につながり得る。何故なら、Ｘ線は当該身体部分を介して減少された期間にわた
り伝搬し得ることになるからである。言い換えると、当該身体部分に向けられる（潜在的
に通過し得る）Ｘ線束は減少される。
【００５９】
　一例において、前記出力ユニットは前記透過係数を表すデータを出力するように構成さ
れる。
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【００６０】
　一例において、当該出力ユニットは吸収（又は減衰）画像を出力する。一例において、
該出力ユニットは位相コントラスト（又は微分位相）画像を出力する。一例において、該
出力ユニットは暗視野画像を出力する。一例において、該出力ユニットは減衰、位相コン
トラスト及び暗視野画像の何れかの組み合わせを出力する。言い換えると、該出力ユニッ
トは３つのタイプの全ての画像を同時に出力することができる。一例において、該出力ユ
ニットは当該被検体を表すデータを、視覚表示ユニット等のモニタ上に又は複数の別個の
モニタ上に出力する。例えば、減衰、位相コントラスト及び暗視野画像は、単一のモニタ
上で提示することができるか、又は別個のモニタ上で提示することができる。
【００６１】
　当業者であれば、前記少なくとも１つの暗視野係数及び前記少なくとも１つの透過係数
を決定するために信号推定ユニット等のユニットを使用することができることを理解する
であろう。また、当業者であれば、露出制御ユニットが前記被検体の少なくとも一部に向
かって放出されるべきＸ線放射の強度を該決定された少なくとも１つの暗視野係数及び該
決定された少なくとも１つの透過係数の関数として制御することができることを理解する
であろう。処理ユニットが斯かるタスクを実行することが示されるが、このことは、当業
者であれば理解されるように別個のユニットにより実行することもできる。
【００６２】
　一例において、当該装置は病院等の臨床環境において有用な用途を有するものである。
一例において、該装置は、マンモグラフィ、診断的放射線医学及び患者の医療検査のため
の介入的放射線医学のために用いることができる。一例において、該装置は、例えば非破
壊検査（例えば、生物学的又は非生物学的試料の組成、構造及び／又は品質に関する分析
）等の工業的環境及び保安スキャニング（例えば、空港における荷物のスキャン）におい
て有用な用途を有する。
【００６３】
　一例によれば、前記処理ユニットは被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ
線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の単調減少関数として制御
するように構成される。
【００６４】
　一例によれば、該処理ユニットは被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ線
放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの透過係数の単調減少関数として制御する
ように構成される。
【００６５】
　一例において、該処理ユニットは、被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ
線放射の強度を前記決定された少なくとも１つの暗視野係数の狭義単調減少関数（strict
ly monotonically decreasing function）として制御するように構成され、及び／又は被
検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ線放射の強度を前記決定された少なくと
も１つの透過係数の狭義単調減少関数として制御するように構成される。一例によれば、
該処理ユニットは、被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ線放射の強度を前
記決定された少なくとも１つの暗視野係数の逆数に比例するように制御するよう構成され
、及び／又は被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ線放射の強度を前記決定
された少なくとも１つの透過係数の逆数に比例するように制御するよう構成される。
【００６６】
　一例において、当該処理ユニットは、スキャン速度を前記決定された少なくとも１つの
暗視野係数の逆数の関数として制御するように構成され、及び／又はスキャン速度を前記
決定された少なくとも１つの透過係数の逆数の関数として制御するように構成される。
【００６７】
　言い換えると、当該装置は、ＤＰＣＩ装置における画像ノイズが、微分位相コントラス
ト撮像及び暗視野撮像の場合、干渉計視認性（即ち、暗視野係数及び透過されたＸ線強度
（強度）、即ち透過係数）に対して逆に増減するという事実を利用する。または、他の言
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い方をすると、暗視野及び／又は位相コントラスト画像における予測される若しくは所望
のノイズ及び／又は信号対雑音レベルに基づいて露出を制御する自動露出制御が提供され
る。
【００６８】
　一例において、当該処理ユニットは被検体の少なくとも一部に向けて放出されるべきＸ
線放射の強度を、前記決定された少なくとも１つの係数の平方根の逆数に比例するように
制御するよう構成される。
【００６９】
　一例において、該処理ユニットはスキャン速度を前記決定された透過係数の平方根の逆
数に比例する関数として制御するように構成される。
【００７０】
　一例においては、現在のスキャンアーム位置において発生される干渉縞模様（即ち、斯
様なスキャンアーム位置に関する暗視野係数）が、該アーム位置における視認性又は平均
視認性を決定するために使用される。該決定された視認性は、次いで、当該被検体の少な
くとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を、例えばスキャン速度の変更又は
当該Ｘ線源の動作特性の変更により制御するために使用することができる。
【００７１】
　一例によれば、当該処理ユニットは、前記少なくとも１つの透過係数を決定すると共に
、前記検査領域に対してＸ線干渉計装置を、前記Ｘ線検出器により検出されるＸ線が該Ｘ
線干渉計装置を通過したものとなるように位置決めするよう構成される。
【００７２】
　一例においては、現在のスキャンアーム位置において発生される干渉縞模様が、該アー
ム位置におけるＸ線放射の透過係数を決定するために使用される。該取得された干渉縞模
様のＤＣＰＩ処理を、Ｘ線放射の透過係数を決定するために用いることができる。
【００７３】
　一例において、現在のスキャンアーム位置において発生される干渉縞模様は、暗視野係
数又は平均暗視野係数を決定するために使用され、同時に、該アーム位置におけるＸ線放
射の透過係数を決定するために使用される。該決定された暗視野係数及び該決定された透
過係数は、次いで、前記被検体の少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強
度を、例えばスキャン速度の変更又はＸ線源の動作特性の変更により制御するために使用
することができる。言い換えると、当該Ｘ線放射の透過係数及び暗視野係数のその場での
決定を、位相コントラスト又は暗視野画像等の結果としてのＸ線画像におけるノイズ及び
／又は信号対雑音を制御するために適切な制御ループを介して用いることができる。
【００７４】
　一例において、現在のスキャンアーム位置において発生される干渉縞模様を該アーム位
置におけるＸ線放射の透過係数を決定するために使用するというより、被検体の前記一部
により透過される全放射束が測定され、これがＸ線放射の透過係数を決定するために使用
される。言い換えると、当該干渉縞模様にわたる全放射束が測定され、干渉縞模様に基づ
くＤＣＰＩ処理は使用される必要がない。一例において、Ｘ線放射の透過係数を決定する
ためにＤＣＰＩ処理及び全放射束を使用することができる。
【００７５】
　一例によれば、当該処理ユニットは、Ｘ線干渉計装置を検査領域に対してＸ線検出器に
より検出されるＸ線が該Ｘ線干渉計装置を全て通過しなかったものとなるように位置決め
すると共に、前記少なくとも１つの暗視野係数を前記少なくとも１つの透過係数の関数と
して決定するように構成される。
【００７６】
　言い換えると、上記干渉計装置の部分を、当該装置が実質的に通常のＸ線装置の態様で
動作しているようにするために、位置が外れるように旋回させることができる。しかしな
がら、当業者であれば、当該干渉計装置のＸ線ビームのコリメーションのためのソース格
子等の部分は定位置に留まるが、定位置外に旋回された他の格子により該装置は干渉計装
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置として動作していないということを理解するであろう。
【００７７】
　一例において、当該処理ユニットは、Ｘ線干渉計装置が検査領域に対してＸ線検出器に
より検出されるＸ線が該Ｘ線干渉計装置の如何なる部分も通過しなかったものとなるよう
に位置決めされた場合に暗視野係数を決定するよう構成される。一例において、第１格子
は（一層）コヒーレントなビームを形成するために使用され、該第１格子は定位置に維持
される一方、当該干渉計装置の他の部分は該ビームの外側に旋回される。例えば、モアレ
干渉縞を発生するために使用される格子は該Ｘ線ビーム外へと旋回されるが、一層コヒー
レントな放射源を発生するために使用されるソース格子は定位置に留まることができる。
【００７８】
　一例において、Ｘ線干渉計が定位置外へ旋回されて取得された標準のＸ線撮影画像は、
当該被検体の前記一部の平均透過強度（透過された強度）を決定するために使用される。
この例において、当該Ｘ線干渉計は、次いで、Ｘ線放射が該干渉計を通過するような位置
に旋回して戻され、当該被検体の前記一部を介してデータが取得される。干渉計なしで取
得された上記平均透過強度（透過された強度）は、該干渉計を伴って取得されたデータと
共に、当該被検体の前記一部にわたる平均視認性を決定するために使用することができる
。該決定されたＸ線放射の透過強度及び該決定された視認性は、次いで、当該被検体の前
記少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ線放射の強度を、例えばスキャン速度の変
更又はＸ線源の動作特性の変更により制御するために使用することができる。言い換える
と、標準のＸ線画像は、露出制御を更に一層調整又は適合させるために用いることができ
る。
【００７９】
　一例において、ＤＣＰＩシステムを用いてＸ線画像データを収集する前に、当該干渉計
装置はＸ線ビーム外へと旋回され、標準のＸ線画像を取得することができる。言い換える
と、一例において、現状技術のＸ線画像を、透過画像の最適画像品質のために選択された
焦点サイズ及びＸ線管電圧で取得することができる。一例において、取得された標準画像
の分割は、一定の（所望の）ノイズレベル及び／又は一定の（所望の）信号対雑音レベル
が必要とされる関心領域（例えば、肺）の位置を提供することができる。次いで、透過係
数を決定することができる。
【００８０】
　一例によれば、当該処理ユニットは当該被検体の関心領域を決定するように構成され、
該被検体の前記少なくとも一部が該関心領域である。
【００８１】
　一例において、当該処理ユニットは、Ｘ線干渉計装置が検査領域に対して、Ｘ線検出器
により検出されるＸ線が該Ｘ線干渉計装置を通過したものとなるように位置決めされた場
合に前記関心領域を決定するよう構成される。言い換えると、関心領域はその場で（動作
中に）決定することができる。
【００８２】
　一例において、当該処理ユニットは、Ｘ線干渉計装置が検査領域に対して、Ｘ線検出器
により検出されるＸ線が該Ｘ線干渉計装置を通過しなかったものとなるように位置決めさ
れた場合に前記関心領域を決定するよう構成される。言い換えると、関心領域は標準のＸ
線画像から決定することができる。
【００８３】
　図３は、被検体をＸ線撮像するための装置を示し、どの様にして減衰、位相コントラス
ト及び暗視野画像が取得されるかについての更なる詳細を提供する。該装置は、被検体（
被写体）ＯＢの又は該被検体内の吸収の空間分布に関して撮像することができるのみなら
ず、屈折率の空間分布に関して（位相コントラスト撮像）撮像することができ、更に小角
散乱の空間分布に関しても撮像（暗視野撮像）することができる。該装置は、静止型Ｘ線
検出器Ｄを横切って走査可能である格子（グレーディング）ベースの干渉計ＩＦを有する
。この例において、干渉計ＩＦは２つの格子構造体Ｇ１及びＧ２を有しているが、他の例
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では単一格子干渉計（単一の格子Ｇ１のみを有する）が使用される。単一格子干渉計ＩＦ
の固有のケースにおいて、Ｘ線検出器Ｄは、微分位相コントラスト撮像及び／又は暗視野
撮像の目的で格子Ｇ１により発生される干渉パターンを検出する（即ち、十分に解像する
）ために十分に小さなピッチ（従って、十分に大きな空間解像度）を有する。この目的の
ために、当該Ｘ線検出器は、例えば５０マイクロメートル以上の空間解像度を有する高解
像度Ｘ線検出器とすることができる。
【００８４】
　図３において、格子Ｇ１は吸収格子又は位相シフト格子の何れかである一方、Ｇ２は吸
収格子である。これら格子は、シリコンウェファ等の適切な基板をフォトリソグラフィッ
ク的に処理することにより製造される。これらのシリコン“カード”に、異なるアスペク
ト比の溝により形成された周期的線引き（ruling）のパターンが形成される。該線引きパ
ターンは一次元とすることができるが、碁盤模様を提供する等のために二次元とすること
もできる。
【００８５】
　当該Ｘ線撮像装置は、更に、Ｘ線源ＸＲ及びＸ線検出器Ｄを有する。Ｘ線検出器Ｄは平
面状又は湾曲された２Ｄ全視野Ｘ線検出器とすることができる。前記Ｘ線源により放出さ
れるＸ線放射を記録することができる２ＤＸ線放射感知面を形成するために、複数の検出
器ピクセルが行及び列にアレイとして配置される。
【００８６】
　Ｘ線検出器Ｄ及び前記Ｘ線源は、検査領域ＥＲを形成するために離隔される。該検査領
域は、撮像されるべき被検体ＯＢを受け入れるために適切な空間のものとする。当該被検
体体は、無生物又は生物とすることができる。例えば、当該被検体は、撮像されるべき荷
物又は他の試料等であり得るか、又は、医療の前後関係において該被検体は人若しくは動
物の患者であるか、又は人若しくは動物の少なくとも解剖学的構造の一部であり得る。
【００８７】
　干渉計格子構造体Ｇ１及びＧ２は、Ｘ線源ＸＲとＸ線検出器Ｄとの間の検査領域ＥＲ内
に配置される。Ｘ線源ＸＲは、Ｘ線放射ビームが発する焦点ＦＳを有する。当該２以上の
格子構造体が配置されるのは、焦点ＦＳと当該Ｘ線検出器の放射感知面との間の空間であ
る。格子Ｇ１は位相格子であり、格子Ｇ２はアナライザ格子（分析器格子）である。幾つ
かの実施態様においては、干渉計ＩＦの干渉格子Ｇ１，Ｇ２に加えて、ソース格子である
他の格子Ｇ０が存在する。
【００８８】
　ソース格子Ｇ０は前記Ｘ線源の近傍に、例えばＸ線管のハウジングの出射窓に配置され
る。ソース格子Ｇ０の機能は、放出される放射を少なくとも部分的にコヒーレントにする
ことである。言い換えると、該ソース格子Ｇ０は、コヒーレントな放射を生成することが
できるＸ線源が使用される場合、省略することができる。
【００８９】
　動作時において、前記少なくとも部分的にコヒーレントな放射は、検査領域ＥＲを通過
し、被検体ＯＢと作用し合う。この場合、該被検体は当該放射に対し減衰、屈折及び小角
散乱情報を変調し、該情報は格子直列（タンデム）Ｇ１及びＧ２の働きにより抽出するこ
とができる。格子Ｇ１、Ｇ２は干渉パターンを生じさせ、該パターンはＸ線検出器Ｄにお
いてモアレパターンの干渉縞として検出することができる。当該検査領域に被検体が存在
しなかった場合でも、Ｘ線検出器Ｄにおいては基準パターンと称される干渉パターンが依
然として観察可能であり、該基準パターンは、通常、校正手順の間にキャプチャされる。
これは、２つの格子が完全には平行とならないように例えば僅かな撓みを生じさせること
によって、該２つの格子Ｇ１及びＧ２の間の相互の空間的関係を特別に調整する又は“離
調させる”ことにより行う。ここで、当該検査領域内に被検体が配置され、上述したよう
に当該放射と作用し合う場合、当該モアレパターン（この場合は、一層適切には被検体パ
ターンと称される）は上記基準パターンの妨害バージョンとして理解することができる。
上記基準パターンからの斯かる差分は、次いで、３つの画像（減衰、位相コントラスト、
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暗視野）の１つ又は全てを計算するために使用することができる。これら画像を計算する
ことができる適切な信号を取得することができるように、格子直列Ｇ１－Ｇ２によりスキ
ャン運動が実行される。この運動の結果、Ｘ線検出器Ｄの各ピクセルにおいて一連の強度
値が検出される。良好な結果のために、格子Ｇ１，Ｇ２の前記離調は、モアレパターンの
周期がスキャン運動の方向にサイクルの数個（２個又は３個）にわたって延びるべきとい
うものである。各Ｘ線検出器ピクセルに関して、上記一連の強度値は、次いで、例えば屈
折、吸収及び小角散乱の各貢献度を導出するために（正弦）信号順モデルに当てはめるこ
とができる。このタイプの信号処理は、図３には示されていないが、当業者により既知の
信号処理ユニットにおいて実行される。Ｘ線検出器Ｄは、光軸ＯＸ（図３ではＺ軸に沿っ
て延びるように示されている）の如何なる所与の向きに対しても静止状態に留まる。言い
換えると、Ｘ線検出器Ｄは、当該検査領域における任意の基準点に対して静止状態に保た
れる（少なくとも画像収集動作の間において）。上述した干渉計構成は、通常タルボ・ロ
ー干渉計と称されるものである。Ｇ０とＧ１との間及びＧ１とＧ２との間の距離はタルボ
距離の要件に適合するように精細に調整されねばならず、該タルボ距離は各格子の“ピッ
チ”（即ち、格子線引きの空間的周期）の関数である。Ｘ線検出器Ｄに対して干渉計ＩＦ
を移動させることは、干渉縞のドリフトにより干渉縞分布の僅かな変化を生じさせ得る。
しかしながら、干渉縞ドリフトは、斯様なドリフトを基準スキャンで得られた干渉縞ドリ
フトに関係させることにより補償することができる。このような基準スキャンは、当該Ｘ
線撮像装置の設置時に実行される空走査であり得る。
【００９０】
　当該干渉計ＩＦは、本質的に、２つの格子Ｇ１及びＧ２が適切なフレーム又はカゴ内に
互いに固定的に取り付けられた“格子組（格子パック）”であり得、このフレームはスキ
ャンアームＧＴ又は他の可動ガントリ構造体（図３には示されていない）内に固定的に配
設される。該アーム及び該アームと共に当該干渉計ＩＦは、Ｘ線検出器面を横切って振り
子状運動を行う。該スキャンアーム運動に関する回動点は、当該Ｘ線源の焦点ＦＳを通る
が、そうである必要はない。干渉計ＩＦの格子Ｇ１及びＧ２は、スキャン運動の間におい
て常に互いに対し一定の空間的関係で保持されると共に、Ｇ０に対して実質的に平行に又
は少なくとも一定の空間的関係に留まる。適切な追跡回路（図示略）が、干渉計位置をＸ
線検出器ピクセル位置と相関させて、読出バーストのシーケンスを適時に起動し、干渉パ
ターンを正しくサンプリングするために各ピクセルに上述した一連の測定値が供給される
ことを保証する。
【００９１】
　図３において、Ｘ－Ｙ面は当該Ｘ線検出器の面であり、Ｘ，Ｙは該Ｘ線検出器Ｄのピク
セル化の方向を示す。当該Ｘ線源は、焦点ＦＳを通過する焦点の回りに回転する。スキャ
ンアームＧＴ及びＸ線源ＸＲのための回転軸ＲＡは、図３の紙面内へと（Ｙ方向に沿って
）延びる。Ｘ線源を格子直列Ｇ１，Ｇ２の振り子運動と協調して回転させることは、放射
束を増加させることを可能にする。
【００９２】
　図３の例では、当該Ｘ線源と被検体ＯＢとの間に前置コリメータが配置され、当該放射
ビームを格子Ｇ１及び／又はＧ２の寸法又はフットプリントに合致させる。該コリメータ
ＰＣは、画像収集の間に干渉計ＩＦの振り子運動に協調して移動する。これを達成する１
つの方法は、該コリメータをソース格子Ｇ０に対し適切な距離における近傍でスキャンア
ームＧＴに取り付けることである。ソース格子Ｇ０も格子組Ｇ１，Ｇ２の揺動スキャン運
動と協調して移動する。これを実施する１つの方法は、該格子を当該スキャンアームに取
り付けることである。当該干渉計とＸ線検出器面との間には、散乱防止格子ＡＳＧを配置
することができる。
【００９３】
　図３の例において、被検体（例えば、患者）ＯＢは画像収集の間において検査テーブル
又は寝椅子（図３には図示されいない）上に横たわることが想定される。言い換えると、
患者の長軸は図３による図の面内へと延びる一方、格子Ｇ１，Ｇ２の振り子運動（及びＧ
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に対して垂直な面内で揺動する。
【００９４】
　相互に剛性的に取り付けられた格子Ｇ１，Ｇ２は、全視野画像が所望の場合（即ち、ス
キャン方向に当該Ｘ線検出器自体と同様に広い画像が所望の場合）、一方のＸ線検出器の
辺から反対側のＸ線検出器の辺までの全長を移動する。しかしながら、ユーザが一層小さ
なＦＯＶ（視野）を求める場合、収集時間を最少化するために少ないスキャン範囲を使用
することができる。
【００９５】
　図４は、Ｘ線画像収集の間に患者が立つ（直立する）ことを可能にするよう構成された
別の例を示す。この構成は、胸部撮像にとり有利であり得る。ビューＡ，Ｂは当該装置の
側面図を示す一方、ビューＣはＸ線検出器Ｄを介してＸ線源ＸＲに向かう（即ち、光軸Ｏ
Ｘに沿う）正面図である。図３と比較して、図４の例における光軸は実効的に９０度回転
される。言い換えると、この場合、干渉計ＩＦは上から下へ又は下から上へと垂直方向に
（当該検査室の地面に対して）湾曲スキャン運動を行う。このことが、正面図Ｃでは、動
作中の干渉計ＩＦの（下方への）移動を示す矢印により示されている。全ての例において
そうである必要はないが、図４において、干渉計ＩＦの格子Ｇ１，Ｇ２は、実質的に、当
該スキャン運動に対して垂直方向のＸ線検出器の幅と同一の長さの細条格子として構成さ
れている。ここでも、格子Ｇ１，Ｇ２は単一の長いウェファ又は基板からモノリシックに
形成することができる。しかしながら、他の実施態様において、該細条構成はタイル形成
により、即ち複数の一層小さな個別のモノリシック格子モジュールを一緒に結合すること
により達成することもできる。当該Ｘ線検出器は、検査室の天井から固定器具内で懸架す
ることができるか、又は床に取り付けられたスタンドに取り付けることもできる。格子Ｇ
１及びＧ２は、スキャンアームＧＴに剛性的に取り付けられる。同様に、該スキャンアー
ムＧＴは床又は天井に取り付けることができる。側面図Ａ及び図Ｂは、スキャンアームＧ
Ｔが垂直走査経路に沿って円状又は少なくとも弓状運動で移動する際の該走査アームＧＴ
のスキャン運動の間における異なる時点を示している。ここでも、必ずしも全ての実施態
様においてではないが、ソース格子Ｇ０は焦点ＦＳの回りに協調して回転するように配置
される。これを行う１つの方法は、３つの全ての格子を当該スキャンアームに配置して、
垂直方向の上下運動の間において固定された平行な関係を維持することである。図４にお
いて、同時的に又は協調して移動する部分は、当該スキャンアームＧＴを表す点線ボック
ス内に示される。
【００９６】
　図５は、Ｘ線撮像装置の一例を示す。全視野検出器が小さな干渉計との組み合わせで使
用され、該干渉計は検出器の領域を横切ってスキャンし、該干渉計は該検出器にわたるス
キャンの間に移動する干渉縞模様を生成する。当該システムは、格子を備えたスキャンア
ームをビーム外に単に移動させることにより、通常の照射線撮影モードで容易に動作させ
ることができる。グレイのボックスは、該ボックス内の部品が同時に移動することを示す
。右側の図は位相コントラスト及び暗視野スキャンが開始する直前のスキャンアーム位置
を示し、この位置では、全ての格子がビーム外にある。この位置においては、標準の胸部
Ｘ線画像を撮ることができる。ここでは、上下運動が示されているが、他の例において、
スキャンアームは例えば左右方向のように異なって移動することもできる。言い換えると
、当該Ｘ線撮像装置は、格子を備えたスキャンアームをビーム外に単に移動させることに
より、通常の照射線撮影モードで容易に動作させることができる。
【００９７】
　一例において、露出制御のための当該メカニズムは更に以下の様に説明することができ
る。暗視野画像又は位相コントラスト画像におけるノイズに関しては、大凡、以下の関係
が成り立ち：
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【数３】

ここで、σはノイズであり、Ｉ０は被検体の少なくとも一部に向かって放出されるべきＸ
線放射の強度であり、Ｔは透過係数であり、Ｖ０は被検体無しでの干渉縞視認性であり、
Ｄは暗視野係数である。走査型暗視野及び位相コントラストシステムにおいて、言い換え
ると、ＤＣＰＩ装置において、干渉縞は幾つかの干渉縞が検出器領域上に存在するように
意図的に離調されることに注意すべきである。この干渉縞模様は、現在のスキャンアーム
位置における平均視認性を、その場で、大凡推定するために使用することができる。同時
に、上記式に基づいて暗視野画像におけるノイズの大凡の推定値を得ることができるよう
に全放射束を測定することができる。このノイズ推定値は、一層均質な暗視野画像及び位
相コントラスト画像を達成すべく露出（即ち、上記式におけるＩ０）を制御するために使
用することができる。言い換えると、スキャンの間に暗視野係数Ｄ及び透過係数Ｔを、決
定することができ、次いで、制御ループにより当該スキャンアーム位置における露出レベ
ルを変更するために使用することができる。これを行うことにより、当該画像にわたる所
要のノイズレベル又は信号対雑音レベルをもたらすことができる。
【００９８】
　更に、図３～図５に示された走査システムは当該スキャンの直前に標準の胸部Ｘ線画像
を取得することができるという事実を利用することができる（標準の胸部Ｘ線は、スキャ
ンアームを単に定位置外に旋回することにより何時でも撮ることができる）。標準的胸部
Ｘ線画像は、透過画像の最適の画像品質のために選択された管電圧及び焦点サイズで現状
技術のＸ線画像を提供することができる。この画像は、ここで説明されたように、露出制
御を更に一層適合させるため使用することができる。先ず、当該画像の即座の分割は、肺
の位置、即ち暗視野画像における一定のノイズレベルが望まれる関心領域を提供すること
ができる（しかしながら、関心領域の斯様な決定は、定位置のスキャンアームによる画像
スキャンの間に実施することもできることに注意すべきである）。第２に、暗視野ノイズ
レベル及び位相コントラストノイズレベルに対する当該減衰の影響を、前もって考慮に入
れることができる。即ち、この信号成分を動作中に推定することは必要とされない。最後
に、当該減衰に関する知識は、当該視認性の動作中の推定を一層正確にさせる。
【００９９】
　暗視野係数に関する特定の推定は、以下の推論として得ることができる：
　特定のスキャンアーム位置において、検出器の読み出しが実行されて、幾つかの測定値
を提供し：
【数４】

ここで、ｉは全てのピクセルを索引付け、φ及びφ(0)は被検体により誘起される干渉縞
の位相シフト及び干渉縞の空スキャン位相であり、Ｉｉはｉ番目のピクセルに向かって放
出されるべきＸ線放射の強度であり、Ｖｉは被検体のない場合の干渉縞の視認性であり、
Ｄｉ及びＴｉはｉ番目のピクセルに関する暗視野及び透過係数である。前もってのＸ線画
像、即ちスキャンアームが定位置外に旋回された場合の標準のＸ線画像は、平均の透過さ
れた強度に関する推定値を提供し、＾Ｉｌにより示される。このように、上記式の再整理
は：
【数５】

となる。
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【０１００】
　当該走査システムでは相対的に高い周波数の干渉縞模様が用いられるので、φi－φi

(0

)は３６０度にわたり均一に分布され、該余弦項の二乗は平均で１／２となると安全に仮
定することができる。このように、これを上記式に当てはめると、検出器の読み出しに関
する平均視認性＾Ｄの推定値は：
【数６】

により得ることができる。
【０１０１】
　言い換えると、Ｘ線放射が干渉計装置を通過する状態で当該ＤＣＰＩシステムにより得
られる測定値は、スキャンアームが定位置外に旋回された場合の前に取得された標準のＸ
線画像を利用することができる。平均暗視野係数及び平均透過係数は当該画像におけるノ
イズを予測するために使用することができ、当該被検体を通過するＸ線の強度を適切に修
正するための制御フィードバックを可能にする。このことは、当該Ｘ線源の出力を修正し
、及び／又はスキャン速度を変更することにより実施することができる。
【０１０２】
　初期Ｘ線画像に対する肺分割は、この式において肺内の画像ピクセルにのみわたって総
和することにより容易に含めることができる。
【０１０３】
　図６及び図７は、実験的生体マウス減衰（吸収）画像の概略図を左側に、関連する暗視
野画像の概略図を右側に示し、これらは共に露出制御無しで取得されたものである。自動
的露出制御を決定するための当該手順を適用するとして、下側のプロットは、一層均質な
信号対雑音比を生じるであろうスキャンの間の線量プロファイルを示している。左側：減
衰における均質なノイズレベルのために、線量は大きな減衰に対して（例えば、脊椎を撮
像するために）高くなければならない。右側：暗視野画像における均質なノイズレベルの
ために、線量は強い暗視野コントラスト（肺、特に右側に示される左肺）に対して高くな
ければならない。このことは、左側のプロットにより示されるような標準Ｘ線に対して現
在使用されている自動露出制御は、位相コントラスト又は暗視野画像においても均質なノ
イズ又は信号対雑音レベルを提供するためには適切でないことを明示している。しかしな
がら、ここに説明した自動露出制御は、改善された位相コントラスト及び暗視野画像が取
得されることを可能にし、ノイズ又は信号対雑音は当該画像にわたり所要のものとなる。
【０１０４】
　他の実施態様においては、コンピュータプログラム又はコンピュータプログラム要素が
提供され、該コンピュータプログラム又はコンピュータプログラム要素は前記実施態様の
１つによる方法の方法ステップを適切なシステム上で実行するように構成されることを特
徴とする。
【０１０５】
　従って、上記コンピュータプログラム要素は、一実施態様の一部でもあり得るコンピュ
ータユニットに記憶することができる。このコンピュータユニットは、上述した方法のス
テップの実行を行い又は誘起するように構成することができる。更に、該コンピュータプ
ログラム要素は、上述した装置の構成要素を動作させるように構成することができる。該
コンピュータユニットは、自動的に動作し及び／又はユーザの指令を実行するように構成
することができる。コンピュータプログラムは、データプロセッサの作業メモリ内にロー
ドすることができる。該データプロセッサは、このように、前記実施態様の１つによる方
法を実行するように装備することができる。
【０１０６】
　本発明の該例示的実施態様は、当初から本発明を使用するコンピュータプログラム、及
び更新により既存のプログラムを、本発明を使用するプログラムに変えるコンピュータプ
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【０１０７】
　更に、該コンピュータプログラム要素は、上述したような当該方法の例示的実施態様の
手順を満たすために要する全てのステップを提供することができるものとすることができ
る。
【０１０８】
　本発明の他の例示的実施態様によれば、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読取可能な媒体
も提供され、該コンピュータ読取可能な媒体は先の段落で説明したコンピュータプログラ
ム要素を記憶させる。
【０１０９】
　コンピュータプログラムは、光学記憶媒体又は他のハードウェアと一緒に若しくはその
一部として供給される固体媒体等の適切な媒体により記憶及び／又は分配することができ
るのみならず、インターネット又は他の有線若しくは無線通信システムを介して等のよう
に、他の形態で分配することもできる。
【０１１０】
　しかしながら、当該コンピュータプログラムは、ワールドワイドウェブ等のネットワー
クを介しても提供することができると共に、斯様なネットワークからデータプロセッサの
作業メモリにダウンロードすることができる。本発明の他の例示的実施態様によれば、コ
ンピュータプログラム要素をダウンロードのために利用可能にする媒体も提供され、該コ
ンピュータプログラム要素は本発明の前述した実施態様の１つによる方法を実行するよう
に構成される。
【０１１１】
　本発明の実施態様は異なる主題に関して説明されていることに注意されたい。特に、幾
つかの実施態様は方法のタイプの請求項に関して説明されている一方、他の実施態様は装
置のタイプの請求項に関して説明されている。しかしながら、当業者であれば、上記及び
以下の記載から、そうでないと明示されない限り、１つのタイプの主題に属するフィーチ
ャの如何なる組み合わせにも加えて、異なる主題に関係するフィーチャの間の如何なる組
み合わせも本出願により開示されていると見なされることが分かるであろう。しかしなが
ら、全てのフィーチャは、斯かるフィーチャの寄せ集め以上の相乗効果を提供するように
組み合わせることができるものである。
【０１１２】
　以上、本発明を図面及び上記記載において詳細に図示及び説明したが、斯かる図示及び
説明は解説的又は例示的なものであって、限定するものではないと見なされるべきである
。本発明は、開示された実施態様に限定されるものではない。開示された実施態様に対す
る他の変形例は、当業者によれば、請求項に記載の本発明を実施するに際して図面、本開
示及び従属請求項の精査から理解し、実施することができるものである。
【０１１３】
　尚、請求項において“有する”なる文言は他の要素又はステップを排除するものではな
く、単数形は複数を排除するものではない。また、単一のプロセッサ又は他のユニットは
、請求項に記載された幾つかの項目の機能を満たすことができる。また、特定の手段が互
いに異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これら手段の組み合わせを
有利に使用することができないということを示すものではない。また、請求項における如
何なる符号も当該範囲を限定するものと見なしてはならない。
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